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総
合
健
康
診
査
と
特
定
健
康
診
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

健
診
結
果
は
体
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
！

　
高
血
圧
や
脂
質
異
常
、
高
血
糖
な
ど
の

生
活
習
慣
病
は
自
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど
な

く
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
進
行
し
て

い
き
ま
す
。
進
行
し
た
状
態
か
ら
治
療
を

受
け
る
よ
り
も
、
早
い
段
階
か
ら
生
活
習

慣
改
善
や
、
治
療
に
取
り
組
ん
だ
方
が
、

治
療
費
や
通
院
に
か
か
る
時
間
、
心
身
に

か
か
る
負
担
も
軽
減
で
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
年
に
１
回
「
特
定
健
診
」

を
受
け
ま
し
ょ
う
。
特
定
健
診
で
は
、
血

圧
や
脂
質
、
血
糖
値
、
尿
酸
値
、
腹
囲
な

ど
か
ら
、
体
が
出
す
病
気
の
サ
イ
ン
を
早

期
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
健
診
は
、
治
療
中
の
人
も
対
象
で
す
。

結
果
を
か
か
り
つ
け
医
に
見
て
も
ら
い
、

指
導
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診
の
検
査
項
目

　
問
診
、
身
体
計
測
、
血
液
検
査
、
尿
検

査
、
血
圧
測
定
な
ど

「
忙
し
く
て
暇
が
な
い
」「
健
康
だ
か
ら
大
丈
夫
」
と
健
診
を
後
回
し
に
し
て
い
ま
せ
ん

か
？
健
診
を
受
診
し
な
い
と
、
体
か
ら
の
危
険
信
号
を
見
落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
健

診
は
不
要
不
急
の
外
出
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
、
町
の
健
診
を
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

■
対
象
者

40
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

／
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

■
日
程

❶
総
合
健
診（
特
定
健
診
＋
が
ん
検
診
の

セ
ッ
ト
）　
５
月
末
～
６
月
上
旬

❷
特
定
健
診
の
み（
医
療
機
関
）

　
６
～
12
月

■
申
込
方
法　
３
月
中
旬
に
対
象
者
に
送

付
す
る
健
診
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
返
信
用
封
筒
で
返
信
す
る
か
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。
感
染
症
対
策
の
た
め
、
申
込
書

の
持
参
は
極
力
お
控
え
く
だ
さ
い
。
申

込
書
が
届
か
な
か
っ

た
対
象
者
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　
３
月
31
日
㈭

※
町
が
実
施
す
る
そ
の
他
の
各
種
健
康
診

査（
予
定
）は
、
３
月
下
旬
に
配
布
す
る

健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
に
掲
載
し
ま
す
。
対

象
者
に
は
事
前
に
ご
連
絡
し
ま
す
。

■交換期限　　　３月31日㈭
■交換場所　　　❶健康・保険課
　　　　　　　　❷総合交流ターミナルさんふれあ
　　　　　　　　❸光の森町民センターキャロッピア
■持参するもの　活動量計
　　　　　　　　受付窓口において、健康ポイント交換申請書に記入していただきます。
■その他　　　　◦ポイント交換後、500ポイント未満の端数が発生した場合、３月31日で消滅します。
　　　　　　　　◦次年度に繰り越すことはできません。
　　　　　　　　◦家族や知人と合算して交換することはできません。

　通常は、歩数データは活動量計の内部に30日分は保存できますが、ポイント付与の年度切替に
あたる今月は10日以内に送信するようにしてください。

『きくよう健康倶
楽部』通信

【No.25】

問�健康・保険課　保健予防係　☎（232）4912

令和３年度の健康ポイントの交換は、
３月31日㈭までです。

次
の
よ
う
な
場
合
は　
　
　
　
　

15
日
以
内
に
手
続
が
必
要
で
す

◦
児
童
が
生
ま
れ
た
場
合

◦
受
給
者
が
菊
陽
町
に
転
入
し
た
場
合

◦
受
給
者
が
公
務
員
で
は
な
く
な
っ
た
場
合

◦
新
た
に
児
童
の
養
育
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
場
合

　
児
童
手
当
は
、
申
請
手
続
を
し
た
翌
月

分
か
ら
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
里

帰
り
出
産
な
ど
で
、
住
所
地
以
外
の
市
町

村
に
出
生
届
出
を
し
た
場
合
、
住
所
地
の

市
町
村
で
児
童
手
当
の
手
続
き
が
遅
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

次
の
よ
う
な
場
合
も
す
み
や
か
に

手
続
き
が
必
要
で
す

◦
受
給
者
が
町
外
へ
転
出
し
た
場
合（
転

入
先
の
市
町
村
で
も
、
認
定
請
求
の
手

続
が
必
要
で
す
）

◦
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
場
合

◦
児
童
が
死
亡
し
た
場
合

◦
受
給
者
の
加
入
す
る
年
金
が
変
わ
っ
た

と
き（
受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た
場

合
を
含
む
）

◦
町
内
で
転
居
し
た
場
合

◦
受
給
者
ま
た
は
児
童
の
氏
名
を
変
更
し

た
場
合

◦
一
緒
に
児
童
を
養
育
す
る
配
偶
者
を
有

す
る
に
至
っ
た
と
き
、
ま
た
は
配
偶
者

が
い
な
く
な
っ
た
と
き

◦
児
童
と
別
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

◦
受
取
口
座
を
変
更
し
た
い
場
合（
受
給

者
名
義
の
口
座
に
限
り
ま
す
）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な

書
類
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
い
合
わ

せ
先
ま
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

忘
れ
て
ま
せ
ん
か
？

児
童
手
当
の
手
続
は
お
早
め
に

問
子
育
て
支
援
課　
子
育
て
支
援
係　
☎（
２
３
２
）２
２
０
２

児
童
手
当
を
受
給
す
る
に
は
、
受
給
者
の
申
請
が
必
要
で
す
。
原
則
、
公
務
員
の
人
は

職
場
で
、
公
務
員
以
外
の
人
は
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
西
部
支
所
で
手
続
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象に
離婚したひとり親などが追加されました
　国の子育て世帯等臨時特別支援事業の見直しにより、
基準日以降の離婚や別居などの理由で、児童を養育して
いるにも関わらず特別給付金（10万円）を受け取ってい
ない人に、支援給付金（10万円）を支給されることにな
りました。
　支援給付金（10万円）の受け取りは申請が必要です。
支給対象者は、次のとおりです。詳しくは、今後、町公
式ホームページでご確認ください。

■対象者
　次の期間に離婚や別居などの事実があったことで児童
手当の支給対象になる人または、それに準じる人

中学生以下の児童がいる世帯 ９月１日～２月28日

高校生だけを養育する世帯／
保護者が公務員の世帯 10月１日～２月28日

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、
児童のために使われている場合は、その額を差し引き

ます。
※給付金を既に受け取っている人は対象になりません。
■申請方法
　申請書類を子育て支援課に郵送するか、窓口に持参し
てください。
※申請書の申請者欄には、世帯主名を記載していますが、

申請者は児童の養育者です。申請者の記載に誤りがあ
る場合は、訂正をお願いします。
■問い合わせ
　子育て支援課　子育て支援係
　☎（232）2202

※申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。

申請期限
３月31日㈭

高校生だけを養育する保護者や
公務員の人はお忘れなく！

申請書を送付していますので、早めの
申請をお願いします。
申請期限を過ぎると、特別給付金
（10万円）の受給ができません。
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ポイント交換の手順

２月28日までの歩数データは、３月10日までに送信しましょう！

令和３年度のポイントは
３月31日㈭まで
に交換してくださいね

２月28日までの歩数

今月はいつもより
早めに歩数データ
の送信が必要
なんだね！３月10日までに送信 ３月31日までにポイント交換

３月１日からの歩数 令和５年３月31日までに
ポイント交換

通常どおり30日以内に送信
（10日に１度の送信を推奨します）

町公式ホームページ

早めに
手続き
しなきゃ！

申し込みは
こちらから


